
※掲載内容は令和4年2月21日現在の情報です。詳細は、町ホームページや芳賀チャンネルをご覧いただくか各担当までお問い合わせください。

人材募集
会計年度任用職員（保育士）
採用人数／6人
資格要件／保育士資格
勤務場所／町立祖母井保育園
任用期間／4月1日～令和5年3月31日
勤務／月～土曜日のうち週5日、
8:30～17:00または9:00～16:00
報酬／月額132,929円～
申込／「芳賀町会計年度任用職員
選考申込書」に必要事項を記入し、
写真貼付の上、子育て支援課へ提
出※申込書は、役場、祖母井保育園
で配布のほか、町ホームページか
らもダウンロード可
締切／3月11日（金）
問子育て支援課児童保育係

☎028（677）6024

お知らせ
令和4年度健康カレンダーと
ごみ収集日程表の配布
　3月上旬から行政区を通じて配
布します。行政区に加入していな
い人へは、健康福祉課窓口で配布
しています。
問健康福祉課健康係

☎028（677）6042

劇団らくりん座公演　　
「いっしょにいこうよ」延期
　新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、3月26日（土）に延期します。
問町民会館� ☎028（677）0009

祖母井中央土地区画整
理事業2区画新規分譲
受付日時／3月1日（火）～11日
（金）の平日8:30～17:15、12日
（土）9:00～12:00
申込／宅地分譲申込書に必要事項
を記入の上、都市計画課に提出
※申し込み多数の場合には抽選

261.29㎡
6,976,443円

現地：
県道真岡那須烏山線の西へ150m
交差点「祖母井」から南西へ150m

255.04㎡
7,294,144円

問都市計画課市街地整備係
☎028（677）6052

3月議会定例会の日程　問議会事務局　☎028（677）6023
期　日 内　　　　容
1日（火） 開会、提案理由の説明、発議案の趣旨説明、質疑・討論・採決
2日（水） 休会
3日（木） 一般質問（3人）
4日（金） 令和4年度予算を除く議案の質疑・討論・採決
7日（月） 令和4年度予算の質疑、常任委員会付託
8日（火） 常任委員会
9日（水） 常任委員会
10日（木） 休会
11日（金） 常任委員長審査結果報告、委員長に対する質疑・討論・採決、閉会

《一般質問》

タウンはが
インフォメーション

施設休館
　ご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
【町体育館】
　一部が破損し安全性が確認でき
ないため、使用を中止します。
【町B＆G海洋センター】
　天井改修工事のため、6月30日
までプールの営業のみ休業、7月1
日営業再開予定です。
問武道館� ☎028（677）5155
　町B＆G海洋センター

☎028（677）0030
【生涯学習センター水橋分館】
　耐震基準を十分に満たしていな
いため、当面の間休館します。
※指定避難所は「旧水沼小学校」
問町民会館� ☎028（677）0009

1　中村　由美子議員
　〇芳賀中学校の制服について
　〇いちご一会とちぎ国体・とち
ぎ大会開催に向けての対応

2　北條　勲議員　
　〇中学生の登下校時について
　〇投票時間の繰上げについて
3　小林　一男議員　
　〇ICT教育について
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人のうごき
令和4年1月末日現在
（住民基本台帳登録者数）

人口	 15,644人（−	 7人）
男	 7,920人（−	 5人）
女	 7,724人（−	 2人）
世帯数	 5,791戸（＋	 4戸）
◎転入	 38人	 ◎転出	 30人
◎出生	 7人	 ◎死亡	 21人

3月の納税
問税務課納税係

☎028（677）6035
◎町県民税� 随期
◎国民健康保険税� 随期
◎介護保険料� 随期
◎後期高齢者医療保険料� 随期
納期限：3月31日（木）

※掲載内容は令和4年2月21日現在の情報です。詳細は、町ホームページや芳賀チャンネルをご覧いただくか各担当までお問い合わせください。

【後期高齢者医療保険】一定以上の所得のある人は、10月1日から現役並み所
得者を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります
　変更対象は、被保険者全
体の約20％です。
　令和3年中の所得を基
に、9月頃に被保険者証をお
送りします。

区分 窓口負担割合
現役並み所得者 3割

一定以上所得のある人 2割
一般所得者 1割

【10月1日から】
区分 窓口負担割合

現役並み所得者 3割

一般所得者 1割

【9月30日まで】

　令和7年9月30日までは、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引
き上げによる負担増加額を3,000円までに抑えます（高額療養費と
して事前に登録されている高額療養費の口座へ払い戻します）。
※入院の医療費は対象外
※高額療養費の口座が登録されていない人には、9〜10月頃に申
請書を郵送する予定です。電話や訪問で口座情報登録をお願い
することや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありませんの
で、ご注意ください。

■窓口負担割合が2割となる人には、負担を抑える配慮措置があります
【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例：1カ月の医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合 1割のとき　① 5,000 円
窓口負担割合 2割のとき　② 10,000 円
負担増　③（②−①） 5,000 円
窓口負担増の上限　④ 3,000 円
払い戻し等　（③−④） 2,000 円

問栃木県後期高齢者医療広域連合� ☎028（627）6805
　芳賀町住民課国保年金係� ☎028（677）6038
　厚生労働省コールセンター� ☎0120（002）719

　不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警
察相談専用電話（#9110）、または消費生活センター
（188）にお問い合わせください。

世帯全員が

2割

現役並み所得者※1に該当するか

該当する 該当しない

世帯内75歳以上の人※2のうち
課税所得※3が28万円以上の人がいるか

いない いる

世帯に75歳以上の人※2が
2人以上いるか

1人だけ 2人以上

「年金収入※4＋その他の
合計所得金額※5」が
200万円以上か

「年金収入※4＋その他の
合計所得金額※5」の合計が

320万円以上か

200万円
未満

200万円
以上

320万円
未満

320万円
以上

世帯全員が

3割
世帯全員が

1割 1割 2割
世帯全員が

1割
※1　課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の人
※2　後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上の人（65～74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人を含む）
※3　「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除（基礎控除や社会保険

料控除等）等を差し引いた後の金額）です。
※4　「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。
※5　「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

➡︎
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